
林野火災に注意して下さい！！ 

林野火災予防のための新たな取り組み 

林野火災が多発する（１月～５月）に、林野火災注意報・警報を発令します。 

 

○林野火災注意報とは・・・屋外での火の使用を制限します。 

(1)前３日間の合計降水量が 1ｍｍ以下、かつ、前３０日間の合計降水量が 30ｍｍ以下 

(2)前３日間の合計降水量が 1ｍｍ以下、かつ、乾燥注意報が発表 

※気象予報より、降雨・積雪が見込まれる時は、発表しない場合があります。 

○林野火災警報とは・・・屋外での火の使用を禁止します。 

 林野火災注意報が発令中の 5日目以降に、強風注意報が発令された場合など、気象状況を

考慮して発令します。 

※ 消防の指導に従わなかった場合など、罰則が定められています。 

○たき火の届出について・・・ 

たき火（屋外焼却行為）等、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為

を行う場合は、新宮市火災予防条例によりあらかじめ届出が必要です。 

北山村は新宮市に消防業務を委託している為同様に届出をしていただきます。 

★たき火に該当する行為は、少量でも必ず届出してください。 

※この届出は、消防が焼却する行為を把握し、防火指導を行うためのもので、 

たき火等を許可するものではありません。 

 

（裏面も読んでください） 

【お問合せ】北山村役場総務課 TEL：0735-49-2331  

               

                



 

揚煙行為の届出について 

 

届出に関する手続きについては、役場総務課で受付します。詳細については、届出

を行うときに説明させていただきます。 

提出する書類は、２枚です。（用紙は、総務課で用意しています。） 

 

★届出については、役場開庁日の業務時間内にお願いいたします。 

 

注意報や警報発令時に、たき火等の野焼きを発見した場合は、届出の有無を確認し

た上で指導または新宮市消防署に連絡するなどの対応を取ることがあります。 

 

1. 揚煙行為に関する留意事項 

2. 火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書 

 

 

 届け出に必要な様式               届出時の留意事項  

  


